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第１部
労働者派遣事業報告書の作成について



１．労働者派遣事業報告書の提出について
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本日の説明内容

２．労働者派遣事業報告書の作成について

３．労働者派遣の実績がない場合の報告について



１．労働者派遣事業報告書の提出について
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労働者派遣事業報告書
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労働者派遣事業を行う事業主は、毎年度、労働者派遣事業を行う事業所ごとに事業報告書を作成して、事業主

管轄労働局に提出する必要があります。

労働者派遣事業報告書様式（兵庫労働局ＨＰ）
https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-
roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/hourei_youshikishu/youshikishu/yoshiki_download.html

令和８年６月１日（月）から令和８年６月３０日（火）までです。

提出期間

令和８年５月３１日の時点で終了した、直近の１事業年度の期間です。

○この「事業年度」とは、定款等で定めた事業所の事業年度のことです。

（例）４月末日を事業年度の末日とする事業所 → 令和７年５月１日から令和８年４月３０日 が報告対象期間です。

ただし、個人事業者についての報告対象期間は令和７年１月１日～令和７年１２月３１日までです。

報告対象期間

兵庫労働局への提出は、許可番号が
「28－」で始まる事業者です。



提出書類について
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必ず提出するもの

労働者派遣事業報告書（様式第１１号）は、第１面～第９面までですが、大きく分けて以下のような構成と

なっています。

◎表紙（第１面）

◎年度報告（第２面～第６面）

この「年度」とは、「報告対象期間」の年度です。今回の報告対象事業年度の事業所は、令和７年６月１日から令和８年５月

３１日までの間に事業年度が終了した事業所です。このため、労働者派遣事業の許可を取得後、令和８年５月３１日の時点で、

事業年度の末日が未だ到来していない事業主については、「年度報告」（第２面～第６面）については、記載の必要はありませ

んが、６月１日現在の報告は必要なため、第１面と第７面～第９面は記載して提出が必要です。

◎６月１日現在の状況報告（第７面～第９面）

令和８年６月１日においての労働者派遣の状況報告です。令和８年５月３１日までに労働者派遣事業の廃止届を提出していな

い事業主については、すべて報告の義務があります。

労働者派遣事業報告書は事業所ごとに作成して、

正本1部・コピー2部の合計３部を必ず提出してください。

労働者派遣事業報告書（様式第１１号）



提出書類について
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労働者派遣法第３０条の４第１項の協定を締結している場合

コピー2部を必ず提出してください。

労使協定を締結している事業者については、６月１日において有効期間中である労使協定を添付

してください。

◎「労働基準法第３６条に基づく協定」（いわゆる３６協定）ではありません。

◎労使協定の本文において、就業規則や賃金規定等によることと定めている場合は、それぞれ引用している就

業規則や賃金規定等の該当箇所（コピー）についても併せて添付してください。

◎労使協定の有効期間中に一般賃金の額が変更された場合には、派遣労働者の賃

金額が一般賃金の額と同等以上の額であることを確認した旨の書類の添付も必要です。

（コピー２部必要）

労働者派遣法第３０条の４第１項の協定



提出先について
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郵送、持参または電子申請により提出してください。

◎報告書の控えを返送しますので、必ず必要分の切手を貼付し、返送先を書いた返信用封筒を

同封して提出してください。また提出にあたっては、できる限り簡易書留やレターパックプラスなどの、対

面で届き、かつ受領の際に受領印（署名）を行う方式でお願いします。

郵送の場合

〒650-0044

神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 神戸クリスタルタワー14階

兵庫労働局 職業安定部 需給調整事業課 あて

上記所在地の窓口にて、平日８時３０分から１７時１５分までが開庁時間です。

ご持参の際、内容確認等を行う場合があるため、おおむね１７時までにお越し頂くようご協力ください。

また、提出期限の６月末頃は、窓口が非常に混雑しますので、特に時間に余裕を持ってお越しください。

詳細はe-Gov電子申請ホームページ（https://shinsei.e-gov.go.jp 右記のQRコード）を参照ください。

なお、電子申請の場合は受理印を押印した紙の控えは返却いたしません。

持参の場合

電子申請の場合

https://shinsei.e-gov.go.jp/
https://shinsei.e-gov.go.jp/
https://shinsei.e-gov.go.jp/


２．労働者派遣業報告書の作成について
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第1面（上半分）
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報告対象事業所

労働者派遣事業を行う事業所ごとに作成してください。
事業所枝番号は許可証の下欄（左）に記載がありま
す。

法人の場合、法人名および代表者名を記入

提出日



第1面（下半分）
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日本標準産業分類に基づく産業分類

令和8年６月１日の直近の事業年度

親会社がある場合

発注者の事業所
構内において生産
活動を請負うこと
（製造に限る）。

「労使協定方式」 または 「均等・均衡方式」 と記入をお願いします。
もしくは、入力補助機能添付様式（右図参照）を添付いただきますよう
ご協力をお願いいたします。

入力補助機能
添付様式



第２面（上半分）
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派遣労働者以外の労働者も含めた
全労働者の数

「第１面」８欄の報告期間末日現在での
派遣労働者数

収支決算報告書で報告いただいた売上高と
同じ数字（決算後の金額）

報告対象期間内に締結した派遣契約
（個別契約）の延件数

労働安全衛生規則第35条第１項各号（1～8）の該当する数字を記入。
労働安全衛生法第59条第２項に該当は「９」、同条第３項に該当は「10」と記入。

「第１面」８欄の末日

「第１面」８欄の報告期間末日時点での
実人数を記載



第２面（下半分）
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無期雇用者は計上しない。

安全衛生教育及びキャリアアップに資する教育訓練以外に実施した教育訓練について記入。
「OJT」とは業務の遂行の過程内において行う教育訓練を、「OFF-JT」とは「OJT」以外の教育訓練を指す。

区分ごとの延べ人数を記載する。
同一の派遣労働者が複数の「期間」の区分に該当する場合は、それぞれに計上する。
同一の派遣労働者に複数の措置（第１～４号）を講じた場合は、それぞれに計上する。



第３面
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（第３面）金額はすべて、小数点以下は四捨五入で記載。

全業務平均は、それぞれの項目の、縦列（01～99）の金額の単純平均額とすること。

それぞれの項目において、
【計算式】消費税額を含んだ派遣料金の総額 ÷ 派遣労働者の総労働時間 × ８時間

それぞれの項目において、
【計算式】派遣労働者の賃金の総額 ÷ 派遣労働者の総労働時間 × ８時間

協定対象労働者がいない場合
派遣先均等・均衡方式のみを採用している場合、「協定対象派遣労働者」の欄は記載不要。



第４面

14

（第４面）金額はすべて、小数点以下は四捨五入で記載。



第５面（上半分）
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（第５面）金額はすべて、小数点以下は四捨五入で記載。

「4-1～4-19」以外も含めた単純平均額を記載すること。
また、「4-1～4-19」に該当しない日雇業務のみの場合は、全業務平均のみ記載すること。

それぞれの項目において、
【計算式】日雇派遣労働者の賃金の総額 ÷ 日雇派遣労働者の総労働時間 × ８時間

それぞれの項目において、
【計算式】消費税額を含んだ派遣料金の総額 ÷ 派遣労働者の総労働時間 × ８時間

4-1 ～ 4-19



第５面（下半分）

16

労働者派遣法第２３条第５項に規定する情報について、該当する欄に「〇」印を記載のこと。
複数の場合は、複数選択のこと。
「その他」に「〇」印を記入した場合は（ ）内に具体的な提供方法について記載のこと。



第６面（上半分） ３つのパターンについて
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①フルタイム（１年以上雇用見込み）
②短時間（１年以上雇用見込み）
③１年未満雇用見込み



第６面（上半分） フルタイム（１年以上雇用見込みあり）
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キャリアコンサルティングの知見を有する者のうち、職務
としてキャリアコンサルティングの経験（人事経験３年
以上等）がある者は 「職務経験あり」 、職務経験は
ないが知識を有する者は 「知見あり」 に計上のこと。

（第６面）金額はすべて、小数点以下は四捨五入で記載。

派遣先との連絡調整を行う営業担当者に限る。

報告期間中の派遣労働者と①欄の担当者が行うキャリアコンサルティング
の実施を希望した者の人数と、受けた実人数をそれぞれ記載のこと。

職業能力開発促進法第12条に規定する職業能力開発推
進者、３年以上の人事担当の職務経験がある者等をいう。



第６面（下半分） フルタイム（１年以上雇用見込みあり）
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「１～３」のいずれかの該当する番号に「〇」印を
付け、それぞれ別葉で作成すること。

具体的に訓練コース単位で記載すること。



第６面（下半分） フルタイム（１年以上雇用見込みあり）
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上段は、該当する「種別」の番号。
下段は、各年ごとの「対象となる派遣労働者
の実人数」をそれぞれ記載のこと。



第６面（下半分） フルタイム（１年以上雇用見込みあり）
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上段は、訓練コースごとに実施時間の１年間
の合計（※）を記載。
※訓練の１コマの時間数×受講者数

下段は、受講者の実人数を記載のこと。

４時間 × １0人 ＝４０時間

４時間

４時間

２時間

２時間

１時間

２時間

４時間

２時間 × ５人 ＝１０時間



第６面（下半分） フルタイム（１年以上雇用見込みあり）
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受講者の実人数（延べ人数ではない）

上段の合計

a÷b 小数点以下切り捨て

ｃ÷ｄ 小数点以下切り捨て



第６面（下半分） フルタイム（１年以上雇用見込みあり）
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「キャリアアップに資する教育訓練」実施に当たって、
実際に支払った一人一時間あたりの賃金額

「第３面」

第３面と整合性のある
時間単位となる。
（16,000÷8）



第６面（上半分） 短時間勤務（１年以上雇用見込み）
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第６面（下半分） 短時間勤務（１年以上雇用見込み）
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上段は、該当する「種別」の番号。
下段は、各年ごとの「対象となる派遣労働者
の実人数」をそれぞれ記載のこと。

上段は、訓練コースごとに実施時間の１年間
の合計を記載。
下段は、受講者の実人数を記載のこと。

４時間 × ３人 ＝１２時間

１時間 × ３人 ＝３時間

受講者の実人数（延べ人数ではない）

上段の合計

a÷b 小数点以下切り捨て

ｃ÷ｄ 小数点以下切り捨て

「キャリアアップに資する教育訓練」実施に当たって、
実際に支払った一人一時間あたりの賃金額

「１～３」のいずれかの該当する番号に「〇」印を
付け、それぞれ別葉で作成すること。

具体的に訓練コース単位で記載すること。

４時間

４時間

１時間

４時間



第６面（上半分） １年未満雇用見込み
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第６面（下半分） １年未満雇用見込み
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上段は、該当する「種別」の番号。
下段は、各年ごとの「対象となる派遣労働者
の実人数」をそれぞれ記載のこと。

上段は、訓練コースごとに実施時間の１年間
の合計を記載。
下段は、受講者の実人数を記載のこと。

４時間 × ３人 ＝１２時間

受講者の実人数（延べ人数ではない）

上段の合計

a÷b 小数点以下切り捨て

「キャリアアップに資する教育訓練」実施に当たって、
実際に支払った一人一時間あたりの賃金額

「１～３」のいずれかの該当する番号に「〇」印を
付け、それぞれ別葉で作成すること。

具体的に訓練コース単位で記載すること。

４時間

４時間

ｃ÷ｄ 小数点以下切り捨て



第７面（上半分 （下半分省略））
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報告書の対象となる6月１日に、実際に派遣就労した労働者の
数を記載する。 そのため日頃派遣されている労働者であっても、
６月１日に派遣されなかった場合は算入しない。

上記①と同様、報告の対象となる６月１日に、実際に派遣した
労働者の数を業務別に記載する。①の内数（内訳）となるため、
合計数が①の計と同数になること。



第８面（下半分 （上半分省略））
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「特定製造業務」とは、製造業務のうち育児・介護休業等を取得
した派遣先の労働者の代替のための業務を除く製造業務のこと。
そのため「製造業務」への派遣は、ほとんどが「特定製造業務」へ
の派遣となる。

該当しない場合は、記入不要。
※斜線は「／」でなく「＼」で引くこと。「／」は機械集計読み取り
時に「1」と読み取る場合があるため。

法４０条の２第１項第２号に該当する６０歳以上の高齢者で
ある派遣労働者等がいる場合に記載。



第９面（上半分）
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報告の対象となる６月１日に、実際に派遣（日雇）した労働者
の数を記載する。
そのため日頃派遣されている労働者であっても、６月１日に派遣
されなかった場合は計上しない。

「特定製造業務」とは、製造業務のうち育児・介護休業等を取得
した派遣先の労働者の代替のための業務を除く製造業務のこと。
そのため「製造業務」への派遣は、ほとんどが「特定製造業務」へ
の派遣となる。

上記⑤のうち、政令で定める業務（令４条）に派遣した労働者
（日雇）の人数について、業務ごとに記載すること。



第９面（下半分）
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該当しない場合は、記入不要。
※斜線は「／」でなく「＼」で引くこと。「／」は機械集計
読み取り時に「1」と読み取る場合があるため。

６月１日に登録状態であった者の数を記入。
ただし、過去１年間に一度も派遣しなかった派遣労働
者は除く。

６月１日に派遣した派遣労働者について記載。
６月１日に派遣しなかった派遣労働者は除かれること
に留意すること。



３．労働者派遣の実績がない場合の報告について
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労働者派遣の実績がない場合（第1面） 上半分）
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報告対象事業所

労働者派遣事業を行う事業所ごとに作成してください。
事業所枝番号は許可証の下欄（左）に記載がありま
す。

法人の場合、法人名および代表者名を記入



労働者派遣の実績がない場合（第1面 下半分）

34

日本標準産業分類に基づく産業分類

令和８年６月１日の直近の事業年度

親会社がある場合

発注者の事業所
構内において生産
活動を請負うこと
（製造に限る）。

「労使協定方式」 または 「均等・均衡方式」 と記入をお願いします。
もしくは、入力補助機能添付様式（右図参照）を添付いただきますよう
ご協力をお願いいたします。

入力補助機能
添付様式



労働者派遣の実績がない場合（第２面 上半分）
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派遣労働者以外の労働者も含めた全労働者の数

※報告対象期間末日現在において、派遣
実績にかかわらず、派遣労働者を雇用して
いる場合は記入してください。
※「派遣労働者」とは、雇用する労働者のう
ち、現に派遣しているか否かにかかわらず、
労働者派遣の対象となる者をいいます。

※報告対象期間末日現在において派遣登
録者がいる場合は、記入してください。

※派遣実績にかかわらず、契約を締結した
場合は計上のこと。

※派遣実績にかかわらず、契約を締結した
場合は計上のこと。



労働者派遣の実績がない場合（第２面 下半分）
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※前年度の期間を超えて引き継いだものがある場合は計上すること。

※派遣実績にかかわらず、契約を締結した
場合は計上のこと。



労働者派遣の実績がない場合（第３面）
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（第３面）
※実績が無い場合でも
提出の省略はできません。



労働者派遣の実績がない場合（第４面）
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（第４面）
※実績が無い場合でも
提出の省略はできません。



労働者派遣の実績がない場合（第５面）
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（第５面）
※実績が無い場合でも
提出の省略はできません。

労働者派遣法第２３条第５項に規定する情報について、該当する欄に「〇」印を記載のこと。
複数の場合は、複数選択のこと。
「その他」に「〇」印を記入した場合は（ ）内に具体的な提供方法について記載のこと。



労働者派遣の実績がない場合（第６面）

40

派遣先との連絡調整を行う営業担当者に限る。

キャリアコンサルティングの知見を有する者のうち、職務として
キャリアコンサルティングの経験（人事経験３年以上等）
がある者は 「職務経験あり」 、職務経験はないが知識を有
する者は 「知見あり」 に計上のこと。

職業能力開発促進法第12条に規定する職業能力開発推
進者、３年以上の人事担当の職務経験がある者等をいう。

実績がない場合は、選択不要。

※派遣実績にかかわらず、実際に行った
場合は計上のこと。



労働者派遣の実績がない場合（第７面）

41

（第７～９面）
※実績が無い場合でも
提出の省略はできません。

派遣した労働者がいない場合、
１の①～⑧（「第７～９面」）はすべて

「該当なし」となります。



労働者派遣の実績がない場合（第８面）

42

（第７～９面）
※実績が無い場合でも
提出の省略はできません。

派遣した労働者がいない場合、
１の①～⑧（「第７～９面」）はすべて

「該当なし」となります。



労働者派遣の実績がない場合（第９面）

43

（第７～９面）
※実績が無い場合でも
提出の省略はできません。

派遣した労働者がいない場合、
１の①～⑧（「第７～９面」）はすべて

「該当なし」になります。

※６月１日に登録状態であった者がいた場合は計上。



厚生労働省 兵庫労働局

職業安定部 職業対策課
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第２部
障害者の法定雇用率について
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